
事務連絡

平成24年4月3日

千葉労働局長 殿

厚生労働省労働基準局

労災補償部労災管理課

主任中央労災補償監察官

平成24年度中央労災補償業務監察及び平成24年度中央

労働保険適用徴収業務監察の実施に係る留意事項について

標記監察の実施については、平成24年 3月28日付け基発0328第7号をもって

通知されたところであるが、本年度の監察に当たっては、別紙「監察実施に係

る留意事項について」に基づき、下記監察官により実施するので、ご配意方よ

ろしくお願いする。

日い=一三日

副主任中央労災補償監察官 池 田 泰 則

中央労災補償監察官 野中純

中央労災補償監察 官 石山清栄



監察実施に係、る留意事項について

1 監察対象業務

(1)局労災補償業務

(2)署 労災補償業務及び労働保険適用徴収業務

2 監察実施方法

(1)実施時間

午前9時から講評を含め午後5時15分までの聞で実施する。

( 2)監察資料等

ア 監察記録()JIJ紙を含む)

(7) r平成24年度中央労災補償業務監察記録(労働局)J 

)JrJ 紙

(イ) r平成24年度中央労災補償業務監察記録・中央労働保険適用徴収業務監察記

録(労働基準監督署)J

イ 監察準備資料

「平成24年度中央労災補償業務監察・中央労働保険適用徴収業務監察監察準備

資料一覧J(以下「監察準備資料」という。)のとおりとする。

ワその{也

必要に応じて別途指示する。

( 3)説明者及び説明事項等

ア労働基準部長

上記 2- (2) ーア (ア)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1の 1 r管内行政課題の把握及び取組状況」

O 第 2の 1 r基本的な事務処理の徹底状況」

O 第 2の 2 r長期未決事案の処理状況J

イ 労働基準監督署長

上記2ー (2) ーアー(イ)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1 r管内行政課題の把握及び取組状況」

O 第 2の2 r長期未決事案の処理状況J

3 監察記録()JrJ紙を含む)等の事前提出等

(1)監察記録(別紙を含む)の作成

前記2ー(2) アの監察記録については、労働基準行政情報システムの労災補償



課長のアドレスあてメール送付するので、これに基づき作成すること。

( 2)提出期限

監察記録(別紙を含む)及び監察準備資料の[事前送付]に係るものは、草案AA
QU迫周恩恵玄lこ、下記担当へメールにて送付すること。

また、監察実施後、修正の必要が生じた場合には、監察総工ゑよな且忌二互に修正の

上、下記担当へメールにて送付すること。

今担当:厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課

中央労災補償監察官 菅野博文

労働基準行政情報システム送付先アドレス

( 3)提出形式

事前提出の際のデータファイル名は、それぞれ

「事前送付 00局労災監察記録」、「事前送付 00局労災監察記録ー別紙」、

「事前送付 00署監察記録」

と名前を付けて保存したものとされたい。

監察終了後のデータファイル名は、それぞれ

rH24. XX. XX 00局労災監察記録J、rH24.XX. XX 00局労災監察記録ー別紙」

rH24. XX. XX 00署監察記録」

と名前を付けて保存したもの (rXX.XXJは監察実施月日)とすること。

(4 )監察当日の分担・時間割

監察記録(別紙を含む)の受領後、実施担当監察官から追ってメールする。

( 5)資料の添付

各監察記録の記入に当たっては、既存資料等を利用して説明に代えようとする場合

であっても、 T)irj添資料のとおり」とその内容を省略することなく、必ず要約(概要)

を記入した上で、併せて資料をメール添付(若しくは郵送)すること。

4 その他

問い合わせについては、原則として実施担当監察官あて連絡願いたい。



福井労働局長 殿

事務連絡

平成24年4月 3日

厚生労働省労働基準局

労災補償部労災管理課

主任中央労災補償監察官

平成24年度中央労災補償業務監察及び平成24年度中央

労働保険適用徴収業務監察の実施に係る留意事項について

標記監察の実施については、平成24年 3月28日付け基発0328第 7号をもって

通知されたところであるが、本年度の監察に当たっては、別紙「監察実施に係

る留意事項について」に基づき、下記監察官により実施するので、ご配意方よ

ろしくお願いする。

言己

中央労災補償監察官 菅野博文

中央労災補償監察官 一浦 裕 幸



監察実施に係る留意事項について

1 監察対象業務

(1)局労災補償業務

( 2)署 労災補償業務及び労働保険適用徴収業務

2 監察実施方法

(1)実施時間

午前日時から講評を含め午後5時15分までの聞で実施する。

( 2)監察資料等

ア 監察記録(別紙を含む)

(7) r平成24年度中央労災補償業務監察記録(労働局)J 

別紙

(イ)平成24年度中央労災補償業務監察記録・中央労働J保険適用徴収業務監察記

録(労働基準監督署)J 

イ 監察準備資料

「平成24年度中央労災補償業務監察・中央労働保険適用徴収業務監察監察準備

資料一覧J(以下「監察準備資料」という。)のとおりとする。

ウその{也

必要に応じてiJlJ途指示する。

( 3)説明者及び説明事項等

ア労働基準部長

上記 2- (2) ーアー(ア)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1の 1 r管内行政課題の把握及び取組状況」

O 第 2の 1 r基本的な事務処理の徹底状況」

O 第2の 2 r長期未決事案の処理状況」

イ 労働基準監督署長

上記2ー (2) ア (イ)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1 r管内行政課題の把握及び取組状況J

O 第 2の2 r長期未決事案の処理状況」

3 監察記録(別紙を含む)等の事前提出等

(1)監察記録(別紙を含む)の作成

前記 2ー(2) アの監察記録については、労働基準行政情報システムの労災補償



課長のアドレスあてメール送付するので、これに基づき作成すること。

(2 )提出期限

監察記録(別紙を含む)及び監察準備資料の[事前送付]に係るものは、農家認旦

QU.混周草案主主に、下記担当へメールにて送付すること。

また、監察実施後、修正の必要が生じた場合には、監察総工ゑ1A.且忌二立に修正の

上、下記担当へメールにて送付すること。

担当'厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課

中央労災補償監察官 菅野博文

労働基準行政情報システム送付先アドレス

( 3)提出形式

事前提出の際のデータファイル名は、それぞれ

「事前送付 00局労災監察記録」、「事前送付 00局労災監察記録ー別紙J、

「事前送付 00署監察記録」

と名前を付けて保存したものとされたい。

監察終了後のデータファイル名は、それぞれ

fH24. XX. XX 00局労災監察記録J、fH24.XX. XX 00局労災監察記録別紙」

fH24. XX. XX 00署監察記録」

と名前を付けて保存したもの UXX.XXJ は監察実施月日)とすること。

(4 )監察当日の分担・時間割

監察記録(別紙を含む)の受領後、実施担当監察官から追ってメールする。

( 5)資料の添付

各監察記録の記入に当たっては、既存資料等を利用して説明に代えようとする場合

であっても、「別添資料のとおり」とその内容を省略することなく、必ず要約(概要)

を記入した上で、併せて資料をメール添付(若しくは郵送)すること。

4 その他

問い合わせについては、原則として実施担当監察官あて連絡願いたい。

(、



事務連絡

平成24年4月 3日

静岡労働局長 殿

厚生労働省労働基準局

労災補償部労災管理課

主任中央労災補償監察官

平成24年度中央労災補償業務監察及び平成24年度中央

労働保険適用徴収業務監察の実施に係る留意事項について

標記監察の実施については、平成24年 3月28日付け基発0328第 7号をもって

通知されたところであるが、本年度の監察に当たっては、別紙「監察実施に係

る留意事項について」に基づき、下記監察官により実施するので、ご配意方よ

ろしくお願いする。

記

中央労災補償監察官 八戸孝彦

中央労災補償監察官 石山 i青栄



監察実施に係る留意事項について

1 監察対象業務

(1)局労災補償業務

( 2)署 労災補償業務及び労働保険適用徴収業務

2 監察実施方法

(1)実施時間

午前9時から講評を含め午後5時15分までの聞で実施する。

(2 )監察資料等

ア 監察記録(jjlJ紙を含む)

(7) r平成24年度中央労災補償業務監察記録(労働局)J 

jjlJ 紙

(イ r平成24年度中央労災補償業務監察記録・中央労働保険適用徴収業務監察記

録(労働基準監督署)J 

イ 監察準備資料

「平成24年度中央労災補償業務監察・中央労働保険適用徴収業務監察監察準備

資料一覧J(以下「監察準備資料」という。)のとおりとする。

ウその他

必要に応じて別途指示する。

( 3 )説明者及び説明事項等

ア 労働基準部長

上記 2- (2) ーアー(ア)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1の 1 r管内行政課題の把握及び取組状況」

O 第 2の 1 r基本的な事務処理の徹底状況」

O 第2の 2 r長期未決事案の処理状況」

イ 労働基準監督署長

i 上記2ー (2) ア (イ)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1 r管内行政課題の把握及び取組状況」

O 第 2の2 r長期未決事案の処理状況」

3 監察記録(別紙を含む)等の事前提出等

(1)監察記録(別紙を含む)の作成

前記 2- (2) ーアの監察記録については、労働基準行政情報システムの労災補償



課長のアドレスあてメール送付するので、これに基づき作成すること。

(2)提出期限

監察記録(別紙を含む)及び監察準備資料の[事前送付】に係るものは、草案昆昆

忽三器開歳定玄l二、下記担当へメールにて送付すること。

また、監察実施後、修正の必要が生じた場合には、車窓総工ゑよな息忌二豆に修正の

上、下記担当へメールにて送付すること。

担当目厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課

中央労災補償監察官 菅野博文

労働基準行政情報システム送付先アドレス

( 3)提出形式

事前提出の際のデータファイル名は、それぞれ

「事前送付 00局労災監察記録」、「事前送付 00局労災監察記録別紙」、

「事前送付 00署監察記録」

と名前を付けて保存したものとされたい。

監察終了後のデータファイル名は、それぞれ

fH24. XX. XX 00局労災監察記録」、 fH24.XX. XX 00局労災監察記録別紙」

fH24. XX. XX 00署監察記録」

と名前を付けて保存したもの UXX.XXJ は監察実施月日)とすること。

(4 )監察当日の分担・時間割

監察記録(別紙を含む)の受領後、実施担当監察官から追ってメールする。

( 5 )資料の添付

各監察記録の記入に当たっては、既存資料等を利用して説明に代えようとする場合

であっても、「別添資料のとおり」とその内容を省略することなく、必ず要約(概要)

を記入した上で、併せて資料をメール添付(若しくは郵送)すること。

4 その他

問い合わせについては、原則として実施担当監察官あて連絡願いたい。



事務連絡

平成24年4月3日

三重労働局長 殿

厚生労働省労働基準局

労災補償部労災管理課

主任中央労災補償監察官

平成24年度中央労災補償業務監察及び平成24年度中央

労働保険適用徴収業務監察の実施に係る留意事項について

標記監察の実施については、平成24年 3月28日付け基発0328第 7号をもって

通知されたところであるが、本年度の監察に当たっては、別紙「監察実施に係

る留意事項についてJに基づき、下記監察官により実施するので、ご配意方よ

ろしくお願いする。

記

主任中央労災補償監察官 須永敏良

中央労災補償監察官 八 戸 孝 彦



監察実施に係る留意事項について

1 監察対象業務

(1)局労災補償業務

( 2)署 労災補償業務及び労働保険適用徴収業務

2 監察実施方法

( 1 )実施時間

午前日時から講評を含め午後5時15分までの聞で実施する。

( 2)監察資料等

ア 監察記録(別紙を含む)

(了 r平成24年度中央労災補償業務監察記録(労働局)J 

別紙

(イ r平成24年度中央労災補償業務監察記録・中央労働保険適用徴収業務監察記

録(労働基準監督署)J 

イ 監察準備資料

「平成24年度中央労災補償業務監察・中央労働保険適用徴収業務監察監察準備

資料一覧J(以下「監察準備資料」という。)のとおりとする。

ウその他

必要に応じて別途指示する。

( 3 )説明者及び説明事項等

ア労働基準部長

上記 2- (2) ア (ア)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1の 1 r管内行政課題の把握及び取組状況」

O 第 2の 1 r基本的な事務処理の徹底状況J

O 第2の2 r長期未決事案の処理状況」

イ 労働基準監督署長

上記2ー (2) ーアー(イ)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1 r管内行政課題の把握及び取組状況」

O 第 2の2 r長期未決事案の処理状況」

3 監察記録(別紙を含む)等の事前提出等

( 1 )監察記録(別紙を含む)の作成

前記2ー (2) アの監察記録については、労働基準行政情報システムの労災補償



課長のアドレスあてメール送付するので、これに基づき作成すること。

( 2)提出期限

監察記録(別紙を含む)及び監察準備資料の[事前送付]に係るものは、監嚢犯昆

~奥周掠意玄l二、下記担当へメールにて送付すること。

また、監察実施後、修正の必要が生じた場合にば、監察畿エ縫ム史~ゑ乏に修正の

上、下記担当へメールにて送付すること。

担当.厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課

中央労災補償監察官 菅野博文

労働基準行政情報システム送付先アドレス

(3)提出形式

事前提出の際のデータファイル名は、それぞれ

「事前送付 00局労災監察記録」、「事前送付 00局労災監察記録ー別紙」、

「事前送付 00署監察記録」

と名前を付けて保存したものとされたい。

監察終了後のデータファイル名は、それぞれ

fH24. XX. XX 00局労災監察記録」、 fH24.XX. XX 00局労災監察記録ー別紙」

fH24. XX. XX 00署監察記録」

と名前を付けて保存したもの UXX.XXJは監察実施月日)とすること。

(4 )監察当日の分担・時間割

監察記録(別紙を含む)の受領後、実施担当監察官から追ってメールする。

( 5)資料の添付

各監察記録の記入に当たっては、既存資料等を利用して説明に代えようとする場合

で、あっても、「別添資料のとおり」とその内容を省略することなく、必ず要約(概要)

を記入した上で、併せて資料をメーノレ添付(若しくは郵送)すること。

4 その他

問い合わせについては、原則として実施担当監察官あて連絡願いたい。



事務連絡

平成24年4月3日

和歌山労働局長 殿

厚生労働省労働基準局

労災補償部労災管理課

主任中央労災補償監察官

平成24年度中央労災補償業務監察及び平成24年度中央

労働保険適用徴収業務監察の実施に係る留意事項について

標記監察の実施については、平成24年3月28日付け基発0328第 7号をもって

通知されたところであるが、本年度の監察に当たっては、別紙「監察実施に係

る留意事項について」に基づき、下記監察官により実施するので、ご配意方よ

ろしくお願いする。

記

副主任中央労災補償監察官 池 田 泰 則

中央労災補償監察官 一 浦 裕 幸



監察実施に係る留意事項について

1 監察対象業務

(1)局労災補償業務

( 2)署 労災補償業務及び労働保険適用徴収業務

2 監察実施方法

(1)実施時間

午前9時から講評を含め午後5時15分までの聞で実施する。

(2)監察資料等

ア 監察記録(別紙を含む)

(7) r平成24年度中央労災補償業務段察記録(労働局)J 

別紙

(イ r平成24年度中央労災補償業務監察記録・中央労働保険適用徴収業務監察記

録(労働基準監督署)J 

イ 監察準備資料

「平成24年度中央労災補償業務監察・中央労働保険適用徴収業務監察監察準備

資料一覧J(以下「監察準備資料」という。)のとおりとする。

ウその他

必要に応じて別途指示する。

( 3 )説明者及び説明事項等

ア 労働基準部長

上記2ー (2) ーアー(ア)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1の 1 r管内行政課題の把握及び取組状況」

O 第 2の 1 r基本的な事務処理の徹底状況J

O 第 2の 2 r長期未決事案の処理状況」

イ 労働基準監督署長

上記 2- (2) ア (イ)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1 r管内行政課題の把握及び取組状況」

O 第2の 2 r長期未決事案の処理状況」

3 監察記録(別紙を含む)等の事前提出等

(1)監察記録(別紙を含む)の作成

前記2ー (2) アの監察記録については、労働基準行政情報システムの労災補償



課長のアドレスあてメール送付するので、これに基づき作成すること。

(2)提出期限

監察記録(別紙を含む)及び監察準備資料の[事前送付]に係るものは、震震誕見

QU迫周疎意玄l二、下記担当へメールにて送付すること。

また、監察実施後、修正の必要が生じた場合には、車嚢総工法よな且忌二三に修正の

上、下記担当へメーノレにて送付すること。

担当:厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課

中央労災補償監察官 菅野博文

労働基準行政情報システム送付先アドレス

( 3)提出形式

事前提出の際のデータファイル名は、それぞれ

「事前送付 00局労災監察記録」、「事前送付 00局労災監察記録ー別紙」、

「事前送付 00署監察記録」

と名前を付けて保存したものとされたい。

監察終了後のデータファイル名は、それぞれ

fH24.XX回以 00局労災監察記録」、 fH24.XX. XX 00局労災監察記録ー別紙」

fH24. XX. XX 00署監察記録」

と名前を付けて保存したもの (fXX.XXJ は監察実施月日)とすること。

(4)監察当日の分担・時間割

監察記録Oll]紙を含む)の受領後、実施担当監察官から追ってメールする。

( 5)資料の添付

各監察記録の記入に当たっては、既存資料等を利用して説明に代えようとする場合

であっても、 fjJlJ添資料のとおり」とその内容を省略することなく、必ず要約(概要)

を記入した上で、併せて資料をメーノレ添付(若しくは郵送)すること。

4 そのf也

問い合わせについては、原則として実施担当監察官あて連絡願いたい。



事務連絡

平成24年4月 3日

岡山労働局長 殿

厚生労働省労働基準局

労災補償部労災管理課

主任中央労災補償監察官

平成24年度中央労災補償業務監察及び平成24年度中央

労働保険適用徴収業務監察の実施に係る留意事項について

標記監察の実施については、平成24年 3月28日付け基発0328第 7号をもって

通知されたところであるが、本年度の監察に当たっては、別紙「監察実施に係

る留意事項について」に基づき、下記監察官により実施するので、ご配意方よ

ろしくお願いする。

コ〕さ一=ロ

中央労災補償監 察官 野中純

中央労災補償監察官 石 山 清 栄



監察実施に係る留意事項について

1 監察対象業務

(1)局労災補償業務

(2 )署 労災補償業務及び労働保険適用徴収業務

2 監察実施方法

(1)実施時間

午前9時から講評を含め午後5時15分までの問で実施する。

( 2)監察資料等

ア 監察記録(別紙を含む)

(7) r平成24年度中央労災補償業務監察記録(労働局)J 

別紙

(イ r平成24年度中央労災補償業務段察記録・中央労働保険適用徴収業務監察記

録(労働基準監督署)J 

イ 監察準備資料

「平成24年度中央労災補償業務監察・中央労働保険適用徴収業務監察監察準備

資料一覧J(以下「監察準備資料」という。)のとおりとする。

ウその他

必要に応じて別途指示する。

( 3)説明者及び説明事項等

ア労働基準部長

上記2ー (2) ーアー(ア)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1の 1 r管内行政課題の把握及び取組状況J

O 第 2の 1 r基本的な事務処理の徹底状況」

O 第 2の 2 r長期未決事案の処理状況」

イ 労働基準監督署長

上記 2- (2) ア (イ)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1 r管内行政課題の把握及び取組状況J

O 第 2の 2 r長期未決事案の処理状況」

3 監察記録(別紙を含む)等の事前提出等

(1)監察記録(JlIJ紙を含む)の作成

前記 2- (2) ーアの監察記録については、労働基準行政情報システムの労災補償



課長のアドレスあてメール送付するので、これに基づき作成すること。

( 2)提出期限

監察記録(別紙を含む)及び監察準備資料の[事前送付]に係るものは、震嚢誕毘

~理周蔵意玄l二、下記担当へメー/レにて送付すること。

また、監察実施後、修正の必要が生じた場合には、監察畿エゑムえミ息主:!.に修正の

上、下記担当へメールにて送付すること。

l 担当:厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課

中央労災補償監察官 菅野博文

労働基準行政情報システム送付先アドレス

( 3)提出形式

事前提出の際のデータファイル名は、それぞれ

「事前送付 00局労災監察記録」、「事前送付 00局労災監察記録別紙」、

「事前送付 00署監察記録」

と名前を付けて保存したものとされたい。

監察終了後のデータファイル名は、それぞれ

rH24. XX. XX 00局労災監察記録」、 rH24.XX. XX 00局労災監察記録別紙」

rH24. XX. XX 00署監察記録」

と名前を付けて保存したもの (rXX.XXJ は監察実施月日)とすること。

(4 )監察当日の分担・時間割

監察記録(別紙を含む)の受領後、実施担当監察官から追ってメールする。

( 5)資料の添付

各監察記録の記入に当たっては、既存資料等を利用して説明に代えようとする場合

であっても、「別添資料のとおり」とその内容を省略することなく、必ず要約(概要)

を記入した上で、併せて資料をメール添付(若しくは郵送)すること。

4 その他

問い合わせについては、原則として実施担当監察官あて連絡願いたい。



事務連絡

平成24年4月3日

山口労働局長 殿

厚生労働省労働基準局

労災補償部労災管理課

主任中央労災補償監察官

平成24年度中央労災補償業務監察及び平成24年度中央

労働保険適用徴収業務監察の実施に係る留意事項について

標記監察の実施については、平成24年 3月28日付け基発0328第 7号をもって

通知されたところであるが、本年度の監察に当たっては、別紙「監察実施に係

る留意事項について」に基づき、下記監察官により実施するので、ご配意方よ

ろしくお願いする。

記

副主任中央労災補償監察官 池 田 泰 則

中央労災補償監察官 菅野博文



監察実施に係る留意事項について

1 監察対象業務

(1)局労災補償業務

( 2 )署 労災補償業務及び労働保険適用徴収業務

2 監察実施方法

( 1 )実施時間

午前9時から講評を含め午後5時15分までの聞で実施する。

(2)監察資料等

ア 監察記録(ll1J紙を含む)

(7) r平成24年度中央労災補償業務監察記録(労働局)J 

別紙

(イ r平成24年度中央労災補償業務監察記録・中央労働保険適用徴収業務監察記

録(労働基準監督署)J 

イ 監察準備資料

「平成24年度中央労災補償業務監察・中央労働保険適用徴収業務監察監察準備

資料一覧J(以下「監察準備資料」という。)のとおりとする。

ウその他

必要に応じて別途指示する。

( 3)説明者及び説明事項等

ア労働基準部長

上記 2- (2) ーア (ア)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1の 1 r管内行政課題の把握及び取組状況」

O 第 2の 1 r基本的な事務処理の徹底状況」

O 第 2の 2 r長期未決事案の処理状況」

イ 労働基準監督署長

上記2ー (2) ーアー(イ)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1 r管内行政課題の把握及ひ号取組状況」

O 第 2の 2 r長期未決事案の処理状況J

3 監察記録(別紙を含む)等の事前提出等

( 1 )監察記録(別紙を含む)の作成

前記2ー (2) アの監察記録については、労働基準行政情報システムの労災補償



課長のアドレスあてメール送付するので、これに基づき作成すること。

(2)提出期限

監察記録(別紙を含む)及び監察準備資料の[事前送付]に係るものは、監察扱見

QU迫周義主玄Iこ、下記担当へメールにて送付すること。

また、監察実施後、修正の必要が生じた場合には、監察総工ゑ.LR;.且忌二豆に修正の

上、下記担当へメールにて送付すること。

担当:厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課

中央労災補償監察官 菅野博文

労働基準行政情報システム送付先アドレス

( 3 )提出形式

事前提出の際のデータファイル名は、それぞれ

「事前送付 00局労災監察記録」、「事前送付 00局労災監察記録ー別紙J、

「事前送付 00暑監察記録」

と名前を付けて保存したものとされたい。

監察終了後のデータファイル名は、それぞれ

fH24. XX. XX 00局労災監察記録」、 fH24.XX. XX 00局労災監察記録ー別紙」

fH24. XX. XX 00署監察記録」

と名前を付けて保存したもの crXX.XXJは監察実施月日)♂とすること。

(4 )監察当日の分担・時間割

監察記録(別紙を含む)の受領後、実施担当監察官から追ってメールする。

( 5)資料の添付

各監察記録の記入に当たっては、既存資料等を利用して説明に代えようとする場合

で、あっても、「別添資料のとおり」とその内容を省略することなく、必ず要約(概要)

を記入した上で、併せて資料をメーノレ添付(若しくは郵送)すること。

4 その他

問い合わせについては、原則として実施担当監察官あて連絡願いたい。



事務連絡

平成24年4月 3日

佐賀労働局長 殿

厚生労働省労働基準局

労災補償部労災管理課

主任中央労災補償監察官

平成24年度中央労災補償業務監察及び平成24年度中央

労働保険適用徴収業務監察の実施に係る留意事項について

標記監察の実施については、平成24年 3月28日付け基発0328第 7号をもって

通知されたところであるが、本年度の監察に当たっては、別紙「監察実施に係

る留意事項について」に基づき、下記監察官により実施するので、ご配意方よ

ろしくお願いする。

記

中央労災補償監察官 野中純

中央労災補償監察官 菅 野 博 文



監察実施に係る留意事項について

1 監察対象業務

( 1 )局労災補償業務

(2 )署 労災補償業務及び労働保険適用徴収業務

2 監察実施方法

(1)実施時間

午前9時から講評を含め午後5時15分までの聞で実施する。

( 2 )監察資料等

ア 駐察記録()JIJ紙を含む)

(7) r平成24年度中央労災補償業務監察記録(労働局)J 

別紙

(イ r平成24年度中央労災補償業務監察記録・中央労働保険適用徴収業務監察記

録(労働基準監督署)J 

イ 監察準備資料

「平成24年度中央労災補償業務監察・中央労働保険適用徴収業務監察監察準備

資料一覧J(以下「監察準備資料」という。)のとおりとする。

ウその{也

必要に応じて別途指示する。

( 3 )説明者及び説明事項等

ア 労働基準部長

上記 2- (2) ーアー(ア)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1の 1 r管内行政課題の把握及び取組状況J

O 第 2の 1 r基本的な事務処理の徹底状況J

O 第 2の 2 r長期未決事案の処理状況」

イ 労働基準監督署長

上記2ー(2) ア (イ)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1 r管内行政課題の把握及び取組状況J

O 第 2の 2 r長期未決事案の処理状況」

3 監察記録(別紙を含む)等の事前提出等

(1)監察記録(別紙を含む)の作成

前記 2ー(2 ) アの監察記録については、労働基準行政情報システムの労災補償



課長のアドレスあてメール送付するので、これに基づき作成すること。

( 2)提出期限

監察記録(別紙を含む)及び監察準備資料の[事前送付]に係るものは、毘褒認旦

役三漫毘撮患玄l二、下記担当へメーノレにて送付すること。

また、監察実施後、修正の必要が生じた場合には、監察総工ゑよな且忌二豆に修正の

上、下記担当へメールにて送付すること。

担当・厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課

中央労災補償監察官 菅野博文

労働基準行政情報システム送付先アドレス

( 3)提出形式

事前提出の際のデータファイル名は、それぞれ

「事前送付 00局労災監察記録」、「事前送付 00局労災監察記録ー別紙」、

「事前送付 00署監察記録」

と名前を付けて保存したものとされたい。

監察終了後のデータファイル名は、それぞれ

fH24. XX. XX 00局労災監察記録」、 fH24.XX. XX 00局労災監察記録ー別紙」

fH24. XX. XX 00署監察記録」

と名前を付けて保存したもの (fXX.XXJ は監察実施月日)とすること。

(4 )監察当日の分担・時間割

監察記録(別紙を含む)の受領後、実施担当監察官から追ってメーノレする。

( 5 )資料の添付

各監察記録の記入に当たっては、既存資料等を利用して説明に代えようとする場合

で、あっても、「別添資料のとおり」とその内容を省略することなく、必ず要約(概要)

を記入した上で、併せて資料をメール添付(若しくは郵送)すること。

4 その他

問い合わせについては、原則として実施担当監察官あて連絡願いたい。



事務連絡

平成24年 4月3日

鹿児島労働局長 殿

厚生労働省労働基準局

労災補償部労災管理課

主任中央労災補償監察官

平成24年度中央労災補償業務監察及び平成24年度中央

労働保険適用徴収業務監察の実施に係る留意事項について

標記監察の実施については、平成24年 3月28日付け基発0328第 7号をもって

通知されたところであるが、本年度の監察に当たっては、別紙「監察実施に係

る留意事項について」に基づき、下記監察官により実施するので、ご配意方よ

ろしくお願いする。

記

中央労災補償監察官 八 戸 孝 彦

中央労災補償監察官 一浦裕幸



監察実施に係る留意事項について

1 監察対象業務

(1)局労災補償業務

(2)署 労災補償業務及び労働保険適用徴収業務

2 監察実施方法

( 1 )実施時間

午前9時から講評を含め午後5時15分までの開で実施する。

( 2)監察資料等

ア 監察記録(別紙を含む)

(7) r平成24年度中央労災補償業務監察記録(労働局)J 

jjlJ 紙

(イ r平成24年度中央労災補償業務監察記録・中央労働保険適用徴収業務監察記

録(労働基準監督署)J 

イ 監察準備資料

「平成24年度中央労災補償業務監察・中央労働保険適用徴収業務監察監察準備

資料一覧j (以下「監察準備資料」という。)のとおりとする。

ウその他

必要に応じて別途指示する。

( 3 )説明者及び説明事項等

ア 労働基準部長

上記 2- (2) ーアー(ア)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1の 1 r管内行政課題の把握及び取組状況」

O 第 2の 1 r基本的な事務処理の徹底状況」

O 第 2の 2 r長期末決事案の処理状況」

イ 労働基準監督署長

上記2ー (2) ーアー(イ)に係る次の項目を中心に監察会場等にて説明される

ようお願いする。

O 第 1 r管内行政課題の把握及び取組状況」

O 第 2の 2 r長期未決事案の処理状況J

3 監察記録(別紙を含む)等の事前提出等

(1)監察記録 (jjlJ紙を含む)の作成

前記2ー(2) アの監察記録については、労働基準行政情報システムの労災補償



課長のアドレスあてメール送付するので、これに基づき作成すること。

(2 )提出期限

監察記録(別紙を含む)及び監察準備資料の[事前送付]に係るものは、毘褒拠見

Q2d連盟蔵主玄l二、下記担当へメールにて送付すること。

また、監察実施後、修正の必要が生じた場合には、農察総工ゑよな息忌二立に修正の

上、下記担当へメールにて送付すること。

担当:厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課

中央労災補償監察官 菅野博文

労働基準行政情報システム送付先アドレス

( 3)提出形式

事前提出の際のデータファイノレ名は、それぞれ

「事前送付 00局労災監察記録」、「事前送付 00局労災監察記録別紙」、

「事前送付 00署監察記録」

と名前を付けて保存したものとされたい。

監察終了後のデータファイル名は、それぞれ

fH24. XX. XX 00局労災監察記録」、 fH24.XX. XX 00局労災監察記録別紙」

fH24. XX. XX 00箸監察記録」

と名前を付けて保存したもの (fXX.XXJ は監察実施月日)とすること。

(4 )監察当日の分担・時間割

監察記録(別紙を含む)の受領後、実施担当監察官から追ってメールする。

(5 )資料の添付

各監察記録の記入に当たっては、既存資料等を利用して説明に代えようとする場合

て、あっても、「日IJ添資料のとおり」とその内容を省略することなく、必ず要約(概要)

を記入した上で、併せて資料をメール添付(若しくは郵送)すること。

4 その他

問い合わせについては、原則として実施担当監察官あて連絡願いたい。


